
  

  

教育委員会会議録（３月定例会） 
 

 

 

日  時       平成２７年３月２４日（火） 

           午後３時００分から午後４時４０分まで 

 

場  所       教育プラザ ギャラリーＢ室 

 

出席委員             委員長                  森嶋 鎭一郎 

委員長職務代行者            上村 由美 

委 員                 花田 和郎 

委 員                  伊藤 吾子 

教育長                 中山 俊恵 

 

委員以外の出席者   教育部長                作間 忍 

総務課長                窪田 康徳 

総務課課長               川﨑 浩行 

学校施設課長              関根 博之 

学務課長                大友 正徳 

学務課課長               矢板 恭介 

生涯学習課長              佐川 勝宣 

スポーツ振興課長            住谷 玲 

新体育館建設課長            千葉 忠好 

指導課長                内山 信弘 

郷土博物館課長             村田 和雄 

記念図書館長(兼)視聴覚センター所長   鈴木 士郎 

教育研究所長              大沢 靖司 

宮田調理場長              齋藤 淳 

総務課課長補佐(兼)庶務係長       中村 大介 

総務課課長補佐(兼)計画財務係長     滑川 達也 

総務課係長（企画員）          松永 朗 

総務課主幹               鈴木 由紀恵 

総務課主事               宇佐美 亮 

 

 



  

議  事 

 

１ 報 告 

報告第 ３ 号 教育委員会２月定例会の会議録について 

 

２ 議 案 

議案第 ９号 日立市立学校等給食費取扱規則の制定について 

議案第１０号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律 

       の施行に伴う関係規則の整理に関する規則の制定について 

議案第１１号 日立市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則の制定につ 

いて 

議案第１２号 日立市郷土博物館設置及び管理等に関する条例施行規則の一部を 

改正する規則の制定について 

議案第１３号 平成２７年度「日立の学校教育」の策定について 

議案第１４号 平成２７年度全国学力・学習状況調査の結果公表に対する方針に 

ついて 

議案第１５号 下孫停車場紀念碑を日立市指定文化財（建造物）に指定すること 

について 

議案第１６号 水漏舎小学校跡を日立市指定文化財（史跡）に指定することにつ 

いて 

 

３ その他 

(1) 平成２７年第１回市議会定例会について 

(2) 久慈小学校校舎・屋内運動場改築事業について 

(3) 通学（園）路の危険箇所対策の進捗状況について 

(4) インフルエンザによる学級閉鎖の状況について 

(5) 土曜授業について 

(6) 外国語指導助手の新規任用等について 

(7) 児童生徒の状況（いじめ・不登校）について 

(8) 児童生徒の表彰等について 

(9) 「保幼小連携ハンドブック」について 

(10) その他 

(11) 次回の教育委員会の日程について 



  

 

会 議 の 概 要 

１  開  会 午後３時００分 

委 員 長 

 

 

 

それでは、只今から３月の教育委員会定例会を開催します。 

本日は、傍聴希望者が２名おります。 

傍聴を認めてよろしいでしょうか。 

 

全 委 員 結構です。 

 

 （傍聴人入室） 

 

 

 

２  報  告  

報  告  第３号 教育委員会２月定例会の会議録について 

委 員 長 

 

それでは、まず、報告第３号について御意見を伺います。 

いかがでしょうか。 

 

全 委 員 特にありません。 

 

 

 

 

 

（本件については原案どおり承認されました。） 

 

 

 

３  議  事  

議  案  第９号 日立市立学校等給食費取扱規則の制定について 

委 員 長 

 

 

学 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

それでは次に議事に移ります。 

議案第９号について、学務課長から説明をお願いします。 

 

日立市立学校等給食費取扱規則の制定について、説明します。 

学校給食費の公会計化に伴い、日立市立学校等における給食費の

取扱いに関し、必要な事項を定めるため、本規則を制定するもので

す。 

規則の概要についてですが、まず、給食費の額は、小学校の児童

及び職員並びに特別支援学校小学部の児童及び当該児童と同じ給

食の提供を受ける学校の職員については、月額３，８４０円、中学



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

学 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

学 務 課 長 

 

 

校の生徒、特別支援学校中学部及び高等部の生徒並びに上記ア以外

の学校の職員及び調理場の職員については、月額４，４６０円、そ

れ以外の者については、１回につき給食１食当たりの額とします。 

給食１食当たりの額は、給食費の月額に１１を乗じて得た額を当

該年度における給食の実施予定回数で除して得た額となります。 

また、給食費月額の特例として、小学校１学年児童の４月分の給

食費等は、必要に応じて、給食単価に給食の提供を受けた回数を乗

じて得た額とします。 

次に、給食費の徴収、報告、納入等についてです。 

学校等の長は、毎月末日までに給食費を徴収し、翌月５日までに

給食費徴収報告書により教育長に報告します。 

教育長は、学校等の長からの報告に基づき給食費を調定し、毎月

１０日までに納入通知書により学校等の長に通知します。 

学校等の長は、徴収した給食費を、教育長が指定する期日までに

会計管理者に納入します。 

続いて、未納者の報告及び教育長の講ずる措置についてです。 

学校等の長は、未納者の状況について、毎月５日までに給食費未

納報告書により教育長に報告します。 

学校等の長は、未納者から給食費を徴収した場合は、給食費未納

分徴収報告書により教育長に報告します。 

教育長は、未納者の状況について報告を受けたときは、給食費の

未納の整理その他の必要な措置を講じます。 

なお、本規則の施行期日は、平成２７年４月１日です。 

 

給食費の額が、１回につき給食１食当たりの額とされている方

は、具体的にどのような方を指しているのですか。 

 

給食を毎日食べる方以外の方を指していまして、その方の給食費

は、日割り計算で出した額とします。 

具体的には、例えば、年間の給食実施予定回数を２００回とする

と、小学校の１食当たりの額は、月額３，８４０円に１１を掛けて

実施予定回数の２００で割った額である２１２円となります。この

額に、実際にその月に給食を食べた回数を掛けたものが、その方の

給食費となります。 

 

例えば、保護者が学校に行って給食を食べるような時は、それに

当てはまるということですか。 

 

そのとおりです。 

 

（本件については原案どおり承認されました。） 



  

 

 

 

 

議 案 第１０号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則の制定について 

委 員 長 

 

総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

次に、議案第１０号について、総務課長から説明をお願いします。 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則の制定について、説明

します。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴い、教育長の身分が一般職から特別職に位置付けられ

ること、教育委員長職が廃止され教育長に一本化されること、総合

教育会議の設置及び教育に関する施策の大綱の策定が規定された

ことから、関係する規則を改正するものです。 

改正内容ですが、日立市教育委員会事務局処務規則については、

教育部長の職務の規定を市長部局の部長と同じ表現に改め、また、

総合教育会議及び教育に関する施策の大綱に関する事務を、教育総

務課の分掌事務に加えるものです。 

日立市教育委員会公告式規則については、規則等を公布する際の

署名者を「教育委員長」から「教育長」に改めるものです。 

教育長に対する事務委任規則については、教育長に委任すること

ができない事務に、教育長が営利企業等に従事する際の許可を加

え、教育長に委任された事務の執行状況を教育委員会に報告する規

定を加えるものです。 

日立市教育委員会公印規則については、茨城県日立市教育委員会

委員長之印を廃止するものです。 

日立市文化財保護条例施行規則については、規則に定めるものの

ほか、必要な事項を定める者を「教育委員長」から「教育長」に改

めるものです。 

日立市教育委員会会議規則については、会議の主宰者を「教育委

員長」から「教育長」に改め、教育委員長の選挙及び教育委員長職

務代行者の指定に関する規定を削り、会議録の署名者を「教育委員

長」から「教育長及び教育長が指名した委員」に改めるものです。 

施行期日は、平成２７年４月１日となりますが、改正地方教育行

政法の規定により、在任中の教育長の任期が満了するまでは、現行

制度が継続する経過措置が適用されますので、その旨を規則の附則

に規定します。 

 

総合教育会議と教育に関する施策の大綱に関する規定について

は、経過措置が適用されず、平成２７年４月１日をもって施行とな



  

 

 

 

総 務 課 長 

 

 

 

 

 

ると思いますから、もう一度その内容について、この場で確認して

おきたいと思います。 

 

総合教育会議と施策の大綱については、平成２７年４月１日施行

で、経過措置はありません。 

総合教育会議は、首長、教育長、教育委員がメンバーとなり、教

育の施策や方向性について、議論する会議となります。 

施策の大綱は、首長と教育委員会が協議し、市としての教育行政

の大きな方向性を定めるものです。 

 

（本件については原案どおり承認されました。） 

 

 

議 案 第１１号 日立市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

委 員 長 

 

 

博物館課長 

 

 

 

次に、議案第１１号について、博物館課長から説明をお願いしま

す。 

 

日立市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則の制定に

ついて、説明します。 

埋蔵文化財の発掘調査等に関する規定を除くため、本規則を制定

するものです。 

埋蔵文化財に関する届出については、茨城県文化財事務取扱要項

に基づき、市教育委員会を経由して、茨城県教育委員会に届け出る

こととなっています。 

その一方で、発掘届等については、日立市文化財保護条例施行規

則にも規定がありまして、市教育委員会に提出することとなってい

ます。 

このような状況から、発掘届等に関する事務については、県教育

委員会に権限があるにもかかわらず、市教育委員会に権限があると

誤解され、トラブルや苦情の原因となっているため、本規則から発

掘届等に関する規定を削除するものです。 

この規則は、平成２７年４月１日から施行となります。 

 

（本件については原案どおり承認されました。） 

 

 

議 案 第１２号 日立市郷土博物館設置及び管理等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則の制定について 

委 員 長 次に、議案第１２号について、博物館課長から説明をお願いしま



  

 

 

博物館課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

博物館課長 

 

 

 

委 員 

 

 

博物館課長 

 

 

す。 

 

日立市郷土博物館設置及び管理等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則の制定について、説明します。 

郷土博物館の無休化の試行的取組を本格実施するため、本規則を

制定するものです。 

郷土博物館では、市民への博物館サービスの向上を図るために、

平成１８年度から、休館日として定められている月曜日と祝日を試

行的に開館してきました。 

この無休化の取組が、市民の間に定着し一般化したと思われるこ

とから、試行実態に合わせて本格実施するものです。 

改正内容としては、現在、休館日として規定されている「月曜日」

と「国民の祝日に関する法律に規定する休日」を削除します。 

また、「毎月最終月曜日」を休館日として規定します。 

この規則は、平成２７年４月１日から施行となります。 

 

試行中、休日にどれぐらいの利用者が来館しましたか。 

 

休日の利用者数は、その時に何の特別展示を行っているかによっ

て大きく変動がありますので、休日に開館したからといって、必ず

しも人が集まるとは言えない部分があります。 

 

毎月最終月曜日を休館日とすることも、平成１８年度から行って

いたのですか。 

 

そのとおりです。 

試行期間中も、毎月最終月曜日を休館日として、清掃や機器点検

整備等を行っていました。 

 

（本件については原案どおり承認されました。） 

 

 

議 案 第１３号 平成２７年度「日立の学校教育」の策定について 

委 員 長 

 

指 導 課 長 

 

 

 

 

次に、議案第１３号について、指導課長から説明をお願いします。 

 

平成２７年度日立の学校教育の策定について、提案するもので

す。 

日立市学校教育振興プランの方向性を踏まえて、日立市の学校教

育の推進施策・事業について、主要な部分をまとめ、情報性を深め

た内容になっています。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

指 導 課 長 

 

 

教 育 長 

 

指 導 課 長 

 

特に、日立市の目指す子どもの姿「ひたちっ子」と、「いいとこ

発見 夢づくり」を中心に、推進施策・事業をまとめています。 

今年度は、学校教育振興プランの２年目ということで、プランで

示している５本柱に重点を置いています。 

５本柱には、それぞれサブタイトルをつけました。 

１本目の「基礎・基本の定着と確かな学力を育む教育」は、「見

通す・振り返る」をサブタイトルとしています。 

２本目は、「子ども一人一人に寄り添い支える教育」で、サブタ

イトルは、「共に学び・共に育つ」です。 

３本目は、「豊かな心と健やかな体を育む教育」で、「生きる力の

土台をつくる」がサブタイトルです。 

４本目は、「次世代を担う力を磨き高める教育」で、「グローバル

化に対応」がサブタイトルです。 

そして５本目の「安全・安心な学習環境の充実」は、「地域の力

をいかす」をサブタイトルとして、進めていきます。 

これらの５本柱について、具体的な努力目標を掲載し、これに沿

って学校教育を進めていきます。 

今回の「日立の学校教育」は、絵や図を多く使い、ビジュアル化

を図る、あるいは、若手教師や講師が増えていることを踏まえ、押

さえるべきポイントを明記するなど、内容を精選し、資料性を深め、

活用しやすいものとなるように編集してきました。 

学校現場で、この冊子を基にして、子どもたちのために教育活動

を進めていけるように、活用していきたいと思います。 

 

この冊子は、学校の先生に配布するのですか。 

例えば、一般の方に販売するということは行わないのですか。 

 

基本的には学校の職員に配布しますが、概要版であるリーフレッ

トについては、保護者や地域の方々に広く配る予定です。 

 

ホームページにも公開されていますよね。 

 

ホームページに掲載しますので、どなたでもご覧いただけます。 

 

（本件については原案どおり承認されました。） 

 

 

議 案 第１４号 平成２７年度全国学力・学習状況調査の結果公表に対する方針に

ついて 

委 員 長 次に、議案第１４号について、指導課長から説明をお願いします。 



  

 

指 導 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

指 導 課 長 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

平成２７年度全国学力・学習状況調査の結果公表に対する方針に

ついて、提案します。 

平成２７年度の結果公表に対する方針は、平成２６年度の方針を

踏襲するものです。 

まず、公表する内容についてです。 

公表するのは、学校教育振興プランに定めた目標指標（国語、算

数・数学の授業がよくわかる）の経年変化、学力調査から明らかに

なった成果・課題及び改善策、学習や生活状況調査から明らかにな

った成果・課題及び改善策、学校質問紙調査から明らかになった成

果・課題及び改善策です。 

次に、平均正答率の数値の公表についてです。 

個々の学校名を明らかにした各教科の平均正答率の数値、それか

ら、市全体の各教科の平均正答率の数値は、それぞれ公表しないこ

ととします。 

平均正答率の数値を公表しない理由についてですが、１点目は、

本調査の目的を十分に留意して実施するためです。本調査の目的

は、子どもたちの学習状況について、その課題、成果について明ら

かにして、子どもたちの学力向上につなぐための資料性を目的とす

るものです。 

２点目は、学校間、市町村間の序列化や過度な競争による児童生

徒への負担や不安が生じるおそれがあるためです。 

３点目は、小規模校など、学校や地域の実情、児童生徒の個人情

報の保護に配慮するためです。 

これらの理由により、平均正答率の数値は、公表しないこととし

ます。 

なお、平成２８年度以降の結果公表に対する方針については、あ

らためて意見をいただきながら、検討していきたいと思います。 

 

今年度、成果と課題と改善策を公表しましたが、平成２７年度の

結果を公表するときに、去年、このような改善策をとったところ、

こういう成果が表れました、というようなことも公表しますか。 

 

成果については、変化の部分を明らかにして、有効と思えること

については公表していきます。より良い方向に進めていくというこ

とが重要であると考えています。 

 

県は、成果の見られた学校の取組を、学校名を明らかにして紹介

しているようですが、具体的に成果が上がった場合に取り上げられ

るのですか。 
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今年度、茨城県教育委員会は、調査において成果が見られた学校

について、学校名を明らかにして公表し、各学校に紹介しています。 

日立市においても、成果が見られた学校がありました。 

 

成果が見られたというのは、学力の底上げができたということで

すか。 

 

はい。苦手な部分が解消されたというものです。 

 

これは、平成２７年度の結果公表に対する方針ですが、今後も調

査が続いていくと予想される中で、引き続き数値は公表しない方向

で考えていくのか、それとも、あと５、６年先には公表しなければ

ならないという状況になるだろうと考えているのか、先の見通しに

ついてどのように考えていますか。 

 

市全体の平均正答率の数値については、今後、公表されることに

なる可能性があると考えています。これについては、これからご意

見をいただきながら、検討していきたいと思います。 

ただし、学校ごとの平均正答率の数値については、少子化の影響

で各学校の人数が減っていった場合に、公表することで、個人が特

定されてしまうおそれがありますので、慎重に検討していかなけれ

ばならないと考えています。 

例えば、調査の対象学年である小学校６年生が、ある学校では１

名しかいないとなった場合に、その子どもの結果が特定されてしま

うという懸念があります。 

 

平成２６年度の方針を決める際に、保護者に対してアンケートを

とりました。 

保護者からは、学校ごとの結果の公表は望ましくないという回答

がほとんどでしたが、市全体の結果については、公表してもいいの

ではないかという意見もありました。 

このことも踏まえて、２８年度以降の方針について検討していき

ます。 

 

（本件については原案どおり承認されました。） 

 

 

議 案 第１５号 下孫停車場紀念碑を日立市指定文化財（建造物）に指定すること

について 

議 案 第１６号 水漏舎小学校跡を日立市指定文化財（史跡）に指定することにつ
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次に、議案第１５号及び議案第１６号について、博物館課長から

説明をお願いします。 

 

まず、下孫停車場紀念碑を日立市指定文化財に指定することにつ

いて、説明します。 

日立市文化財保護審議会に諮問した日立市指定文化財の指定に

ついて、指定が適当であるとの答申があったので、日立市文化財保

護条例第４条第１項の規定に基づき指定するものです。 

この紀念碑は、寒水石に文字を刻んだもので、明治３１年２月に

現在の常陸多賀駅前に建立されました。その後、平成２３年には、

駅前再開発のため、現在の場所に移されています。 

指定の区分は、有形文化財の建造物となります。 

指定の理由ですが、下孫停車場紀念碑は、下孫駅が近代の日立地

方の経済振興の礎である鉄道開通の拠点となった意義を伝えてお

り、先人が郷土の発展を願って、この事業に一心不乱に取り組んだ

労苦を偲ばせる貴重な文化財であるためです。 

次に、水漏舎小学校跡を日立市指定文化財に指定することについ

て、説明します。 

下孫停車場紀念碑と同様に、日立市文化財保護審議会から、指定

が適当であるとの答申があったので、指定するものです。 

水漏舎小学校跡は、現在は、日立市が管理している都市公園の一

部となっています。 

指定する範囲は、当時の建物の面積である２７６㎡を、史跡とし

て指定するものです。 

水漏舎の沿革ですが、明治５年に政府が公布した学制によって、

明治６年７月に旧成沢村に水漏舎小学校が開設されました。これ

は、小学校の設置を急いでいた茨城県が、寺子屋や私塾も小学校と

して認める方針をとったためです。 

水漏舎小学校では、明治１０年に油縄子小学校と合併するまで、

神官であった瀬谷登之介が教鞭をふるっていました。校舎として使

われていた建屋は、戦後まで存在しました。 

指定の理由は、水漏舎小学校跡は、当市における学校教育発祥の

地の一つとして意義があるとともに、建屋の写真や当時の配置図、

文書類等の資料も現存していることから、郷土の教育の歴史を学ぶ

上でも貴重な文化財であるため、後世に残していく文化財として、

指定するものです。 

 

（本件については原案どおり承認されました。） 

 



  

 

 

４  そ の 他  

（１）平成２７年第１回市議会定例会について 
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続きまして、その他に移らせていただきます。 

その他（１）について、教育部長から説明をお願いします。 

 

平成２７年第１回市議会定例会について、報告します。 

会期は、３月４日から３月２０日まででした。 

一般質問ですが、まず、伊藤健也議員から「スポーツの振興につ

いて」大きく２点の質問がありました。 

大きな１点目ですが、全国大会出場機会の拡大について、３つの

質問がありました。１つ目が「市民へのＰＲ及び支援状況につい

て」、２つ目が「潜在している指導者の発掘と団体への派遣につい

て」、３つ目が「スポーツ施設の積極的な整備推進について」です。 

それに対して、まず、市民へのＰＲについては、本庁舎での懸垂

幕の掲示や市報への掲載などで広く市民に周知しています。支援状

況については、旅費や宿泊費の一部の助成を行い、平成２６年度は

計７６件、３７７人に助成をしたとの答弁をしています。 

２つ目の質問の「潜在している指導者の発掘と団体への派遣につ

いて」は、日立市では現役を退いた方々が数多くいますので、人材

の発掘を進めるとともに、「指導者バンク」の設置方法を含め、検

討しますと答弁しています。 

３つ目の質問の「スポーツ施設の積極的な整備推進について」は、

競技施設の整備は交流人口の拡大、地域の活性化に繋がるものと考

えていますので、今後、財源確保に努めながら計画的に整備を進め

ますと答弁しています。 

大きな２点目は、日立市池の川さくらアリーナの開場についての

質問で、トップアスリートの招致や市民が参加できる開場記念イベ

ントを行ってはどうかという提案でした。 

これに対して、トップアスリートの招致は、市民の皆様の関心、

競技力の向上に繋がりますので、十分に進めていきます。 

また、市民が参加できるイベントについては、池の川さくらアリ

ーナは震災復興のシンボルとして、多くの市民の皆様に利用してい

ただきたいと考えていますので、復興を記念し、未来に夢や希望を

繋ぐイベントとして開催していきたいと答弁しています。 

次に、中川議員から、「幸せな終末を迎えるために」という質問

がありました。内容は、市民が安心して終末を迎えるために、市が

主催して、専門家による「終活」に関する講演会などを実施しては

どうかというものでした。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これに対しては、現在、市が行っている具体例を挙げながら、専

門家を迎えての「終活」に関する講演会や学習会の開催については、

様々な価値観のあることにも配慮しながら、自分らしく幸せな終末

を迎えるための学びの大きなテーマの一つとして取り組む必要が

あるものと考えます。今後は、更に広く市民の皆さんの理解を深め、

誰もが人生の終末を安心して幸せに迎えることができるよう、検討

を進めていきたいと答弁しています。 

また、日立市独自のプチ・エンディングノートを作成、配布、活

用してはどうかという質問もいただきました。 

これに対しては、議員提案の独自の「プチ・エンディングノート」

は、いざという時の備えとして、有効な手段のひとつであると考え

ています。先進事例などについても調査し、本市に合ったエンディ

ングノートのあり方を研究・検討していきたいと答弁しています。 

続いて、添田議員から、「発達障がい児の支援の充実について」

ということで、ペアレントトレーニング・ペアレントメンターを導

入してはどうかという質問がありました。 

メンターというのは、信頼のおける相談相手という意味で、ペア

レントメンターというのは、親による親のための相談支援というこ

とです。 

これに対しては、ペアレントメンターについても発達障がい等の

ある子どもを育てた先輩として、経験や助言を提供してもらうこと

で、保護者の不安感や負担感の軽減に、大きな効果が期待できるも

のと考えているということを踏まえた上で、今後は、ペアレントメ

ンターを育成し、ペアレントトレーニングを実施できる相談・支援

体制の更なる充実を図っていきます。子どもたちやその家族が周り

の人たちから理解を得られ、安心して健やかに育つことができるよ

う、支援していきたいと答弁しています。 

次に、議案質疑です。 

まず、薄井議員から、補正予算のうち、学力向上事業の取組内容

について質問がありました。 

これに対しては、日立市においても学力の二極化が課題となって

いることから、来年度、教員ＯＢや学生などの地域の方々の協力を

いただきながら、市内各中学校において、３年生を対象に希望者を

募って、週１回程度、「放課後学習室」として学習支援を行なって

いきたいと答弁しています。 

２人目の白石議員からは、２点の質問がありました。 

１点目は、当初予算のうち、特別支援学校費、施設整備事業費の

特別支援学校の教室改修工事の内容についての質問でした。 

これに対してですが、この工事は、特別支援学校の教室不足への

対応の一環であり、特別支援学校として借用している多賀中学校の

一部を使いやすくするためのものです。工事の内容としては、特別
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生涯学習課長 
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支援学校と多賀中学校の連絡通路に屋根を設置すること、それか

ら、トイレの洋式化や校舎出入口の段差解消などを行うものである

と答弁しています。 

２点目は、補正予算のうち、教育指導費、国際理解教育推進事業

費についての質問です。 

これに対してですが、現在、短期留学を行っていますが、参加人

数が限られていることを踏まえて、来年度から多くの児童生徒を対

象にするための３つの事業を行うこととしています。 

１つ目は、夏休みに小学校６年生を対象として実施する体験学習

です。 

２つ目は、中学生を対象にした、１０回程度の英語研修です。そ

の中で、「たかはら自然塾」での１泊２日のイングリッシュキャン

プも実施します。 

３つ目として、英検３級程度をもつ中学生を対象に、福島県にあ

ります英語研修施設「ブルティッシュヒルズ」で２泊３日のイング

リッシュキャンプを実施します。 

このように、広く英語教育を進めていきたいという答弁をしてい

ます。 

次に、教育福祉委員会では、議案について審査をいただきました。 

委員会からの要望として、日立特別支援学校については、今後の

児童生徒数の推移などを踏まえ、施設整備のあり方を整理するとと

もに、県への移管の可能性についても、県の意向を踏まえながら、

検討を進めるよう要望がありました。 

なお、全ての議案について、承認されています。 

 

エンディングノートというのは、実際に使用しているところもあ

るのですか。 

 

エンディングノートというのは、終活のために細かく書き留める

ものですが、そのようなものではなくて、もっと簡素化されたもの

を、市内の自治会で配布しているというような地域もあると伺って

います。 

 

それは、個人が書いて、持っているのでしょうか。 

 

個人が持って、例えば、そのようなノートを冷蔵庫の前に置きま

しょうという約束事を決めていると伺っています。 

 

一人暮らしの方が何か事故に遭って、そのような緊急時に、その

方の状況をどこに連絡すればよいか分からないという事例が実際

に地域ではあります。だから、形式を揃えて、そのようなカードを
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作ってもらえないかという周りの方々からの意見があります。 

今、地域内で考えているところですが、そのようなカードは、本

来、一自治会で作るよりも、市全体で統一したものを作った方が良

いと思います。 

確かに一人暮らしが多くなってきて、その方が倒れた時にどうす

るかということが、非常に大きな課題になっています。 

そのため、エンディングノートというよりは、緊急時の連絡方法

のカードのことなのかと聞いていました。そのような理解でよろし

いのでしょうか。 

 

緊急連絡方法については、月額使用料を支払う必要があります

が、緊急時にボタンを押せば、消防署に繋がるというシステムが導

入されていまして、かなりの台数が設置されています。 

それとは別に、エンディングノートについては、例えば、不幸に

して一人暮らしの方が亡くなった場合に、自分の持ち物などについ

て、このように処分してほしいということなどを含めて、このエン

ディングノートに書き込むと伺っています。 

 

これは教育委員会の所管になるのですか。 

 

生涯学習課長が答えたように、様々な形のエンディングノートと

して、自分がどうしたいのか、どのような終末を迎えたいのかとい

うこともここに入ってくると思います。 

答弁の最後にありましたように、自分のこれからのことを色々と

考える中で、むしろこれからどう生きようかということに繋がるの

ではないかということの視点もありますので、生涯学習課が関わっ

ています。 

議員の意図とする元々の発端は、その方が何か事故に遭った時

に、その方がどうしたいのか、誰に連絡をしたいのか、そして、ど

のような形で財産を処分すれば良いのかということも、全く分から

ないままに対応したという事例もあります。 

その方自身がどうしたいのか、どうしてほしいのかということ

も、緊急時の対応としては、最初の目的でもあります。 

色々とそういうことを考える中で、例えば、皆さんが持っている

スマートフォンの情報管理をどうするかなど、様々なことにも繋が

ってくるのではないかということもあります。 

 

 

（２）久慈小学校校舎・屋内運動場改築事業について 

委 員 長 それでは次に、その他（２）について、学校施設課長から説明を



  

 

 

学校施設課長 

 

 

 

 

お願いします。 

 

久慈小学校校舎・屋内運動場改築事業について、説明します。 

まず、基本計画策定については、基本実施設計を始める前に事業

を進めるための懸案事項がいくつかあり、その対応について検討す

ることを目的に基本計画として整理したところです。 

懸案事項については、まず、配置計画ですが、がけ地のある狭い

敷地において、３本のケヤキを保存しながら、校舎と屋内運動場を

配置できるのかということです。これについては、校舎と屋内運動

場を北側に寄せることで、ケヤキを保存しながら海への眺望が確保

でき、そして、がけ地からの安全性が担保できるとともに、学校敷

地を効率的に使用できることが、施設配置のシミュレーションによ

り確認できました。 

次に、仮設計画ですが、学校敷地内に仮設校舎を置いて、学校運

営を行いながら、改築工事を進められるのかということです。これ

については、既存プールの撤去が必要になりますが、既存校舎の一

部や屋内運動場を使いながら工事を進めることで仮設校舎を小さ

くすることで、学校運営を行いながら工事を進めることができるこ

とを確認できました。なお、工事中のプールの代替えについては、

久慈サンピア日立のプールを使用することとし、改築後も引き続き

使用していきたいと考えています。 

最後に、進入道路ですが、緊急車両や災害時の避難車両の円滑な

アクセスの確保はできるのか、その道路の位置はどこが望ましいの

かということです。これについては、学校の山側に通っている西側

の道路と学校敷地の北側の端のところでアクセスさせることで、グ

ラウンドを広く使用でき、北側住宅地との緩衝帯となるとともに日

影への配慮もでき、そして、道路の高低差が小さく距離も短くでき

ることから事業費を軽減できることが確認できました。 

このような懸案事項への対応が確認されたことにより、改築事業

の実現性が整理できましたが、事業の実施に当たっては、改めて、

２７年度に予定しています設計の中で検討したいと考えています。 

次に、基本計画の骨子です。ここからは計画論としての整理にな

ります。 

学校づくりの理念及び学校施設の在り方ついては、「久慈の魅力」

をキーワードにしています。ここでの久慈の魅力とは、地域の歴史

性を踏まえた人と人との密接な繋がり、そして、海への眺望が開け

た良好な自然景観などで、それらの魅力を、今後の学校づくりや学

校施設整備に生かしていくということです。 

施設整備の目標については、教育環境の充実及び生活環境の充実

は基本的なところで、社会的要請への対応は、ユニバーサルデザイ

ン、環境共生、長寿命化などに配慮するということ、また、地域社



  

会との連携は、久慈の魅力を未来に繋げていくということです。 

次に、モデルプランによる事業計画ですが、事業費については、

近年の実績単価を必要面積に掛け合わせたもので、校舎が１６億

６，４００万円、屋内運動場が３億６，８００万円と試算していま

す。 

スケジュールについては、５か年で進めることで考えており、平

成２７年度からの２か年では、基本・実施設計を進める予定です。 

最後に、基本計画策定に係る意見反映と検討体制についてです

が、基本計画策定に当たりましては、地域コミュニティ・ＰＴＡ・

教職員の皆さんから意見をいただきながら進めてきました。 

 

 

 

（３）通学（園）路の危険箇所対策の進捗状況について 

委 員 長 

 

 

学 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは次に、その他（３）について、学務課長から説明をお願

いします。 

 

通学（園）路危険箇所対策の進捗状況について、説明します。 

２４年度から２６年度までの３年間で、小・中・特別支援学校、

幼稚園を合わせて、４６９箇所の危険個所のうち、３４８箇所の対

策が完了しました。進捗率は７４．２％で、残りの１２１箇所の対

策については、２７年度以降に実施予定で、うち２７年度中に６０

箇所を予定しているところです。 

２７年度以降に対策する危険箇所については、「歩道やガードレ

ールの整備」、「警戒路面標示等の整備」が主な対策となりまして、

他には「白線等の設置」、「信号機の設置」などの対策が挙げられ

ます。特に、歩道やガードレールについては、要望箇所の道路幅員

が狭隘なため、対応が困難となっているのが現状です。現地の状況

を確認しながら、代替策として、グリーンベルトやラバーポールの

整備を進めているところです。 

 次に、日立市通学路交通安全プログラムの策定についてです。 

これは、国の通知に基づき、通学路の安全確保に関する取組の方

針を示したもので、国から示されたひな形に準じて作成したもので

す。 

構成関係機関については、これまでと同様に、国交省、高萩工事

事務所、日立警察署、道路建設課、道路管理課、生活安全課、学務

課、各学校等で構成するものです。この組織の取組方針として、従

来の合同点検、対策の実施に加え、継続的に通学路の安全を確保す

るため、対策実施後の効果把握も行い、対策の改善、充実を図って

いきたいと考えています。対策完了箇所についても、学校関係者か



  

らの聞き取り等により、適切な効果が得られているかどうか、対策

効果を把握していきたいと考えています。 

なお、対策を実施する箇所及び対策内容については、箇所一覧表

及び箇所図をホームページ等で公表する予定です。 

 

 

（４）インフルエンザによる学級閉鎖の状況について 

委 員 長 

 

 

学 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは次に、その他（４）について、学務課長から説明をお願

いします。 

 

インフルエンザによる学級閉鎖の状況について、報告します。 

今季の学級閉鎖措置を行った学校・幼稚園ですが、最初の措置が

された１月１３日から３月２３日までの間に、幼稚園２園、小学

校１８校、中学校８校、特別支援学校１校で、閉鎖学級数の累計

が２６２学級と、前年度よりも６７学級の減となりました。 

流行の経過ですが、１月１３日に今季初の学級閉鎖措置が行われ

まして、以後、徐々に流行したところです。特に、１月１９日から  

３０日までの間に、市内全域で学級閉鎖が拡大しまして、最多時の

１月２２日には、幼稚園１園、小学校１２校、中学校３校の計３５

学級を閉鎖したところです。２月に入りまして、徐々に減少しまし

て、中旬以降は、小学校１校のみの閉鎖となっていました。 

インフルエンザ警報については、１月１５日に日立保健所管内に

発令された地域警報が、２月２６日に解除され、現在は、閉鎖等は

行われていません。 

 

 

（５）土曜授業について 

委 員 長 

 

 

指 導 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは次に、その他（５）について、指導課長から説明をお願

いします。 

 

平成２７年度に土曜授業を試行的に実施することについて、説明

するものです。 

実施の背景ですが、国では、土曜日等の教育環境を豊かにする  

ため、「学校教育法施行規則の一部改正する省令」を、平成２５年  

１１月に施行しました。 

これに伴い、各教育委員会の判断により、休業日である土曜日等

に、授業日の振替を行うことなく授業を実施することが可能になり

ました。 

県でも、「土曜日等の授業についての指針」により、土曜日等の

授業内容や実施する際の留意点を示しています。 



  

日立市の小中学生の実態は、全国学力・学習状況調査の結果等か

ら、必ずしも有意義な土曜日を送っているとは言えないことが分か

っています。 

平成１４年から、毎週土曜日を休業とする、完全学校週５日制が

導入されていますが、学校・家庭・地域が連携しながら、児童生徒

に社会体験や自然体験などの様々な活動を経験させ、自ら学び、考

える力や豊かな人間性を育むという学校週５日制の趣旨を実現す

るための対応が必要だと考えています。 

土曜授業の概要についてです。 

土曜授業とは、授業日の振替を行うことなく、教育課程内の学校

教育活動を行うものです。 

対象校は、市立小学校、中学校、特別支援学校です。 

実施回数及び実施日については、学校に土曜授業の必要性を説き

ながら相談してきました。行事や大会等の絡みもあることから、平

成２７年度は、試行的に年２回、平成２８年度には、試行的に年４

回実施して、課題等を整理していきたいと考えています。 

実施日は各学校で決定しますが、中学校については、大会等の兼

ね合いから、６月２０日及び２月２７日の統一日で実施する予定に 

なっています。 

実施時間については、県の方針にもあることから、午前中の３時

間を基本としています。 

実施内容は、大きく２点あります。 

１点目は、地域との連携や保護者、外部人材の協力を得ること等

により、一層の教育効果が期待できる教育活動です。 

２点目は、開かれた学校づくりをねらいとした、保護者や地域へ

の公開授業です。 

実施に当たっては、実施する際の留意点に留意しながら、これま

で以上に土曜日の特性を生かした授業を展開して、子どもの教育環

境をより一層充実させたいと考えています。 

 

 

（６）外国語指導助手の新規任用等について 

委 員 長 

 

 

指 導 課 長 

 

 

 

 

それでは次に、その他（６）について、指導課長から説明をお願

いします。 

 

外国語指導助手の新規任用等について、説明します。 

来年度、ニュージーランドのタウランガ市出身である、ヘイリ

ー・アン・ディライクさんを、市の外国語指導助手として任用しま

す。 

任用期間は、平成２７年４月１４日から平成２８年７月３１日ま



  

 

 

 

でです。 

配置校は、駒王中学校、平沢中学校となります。 

以下、３名のＡＬＴを、引き続き任用します。 

 

 

（７）児童生徒の状況（いじめ・不登校）について 

委 員 長 

 

 

指 導 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは次に、その他（７）について、指導課長から説明をお願

いします。 

 

児童生徒の状況（いじめ・不登校）について、説明します。 

まず、児童生徒の不登校の現状についてです。 

県に報告することとされている３０日以上欠席の児童生徒数は、

平成２７年２月末現在で、小学校３６人、中学校１２５人、総計

１６１人で、前年の同月と比べ、２３人の増となっています。 

全欠者数は、小学校１１人、中学校３７人、総計４８人で、前年

の同月と比べ、１５人の増となっています。 

不登校率は、前年度と比べ０．１８ポイント増加の１．０７とな

っています。 

次に、不登校の傾向についてです。 

小学６年生と中学１年生は、２学期以降の増加が多く、中学２年

生は、年度始めから増加傾向が続いています。 

また、今年度は、２月末までに小学校４件、中学校１６件が解消

されています。 

対策としましては、各学校では、まず、未然防止、初期対応、個

別の継続的なケアに努めています。 

また、別室登校や、特別学級の活用など、普通教室に入れない児

童生徒への対応をしています。 

児童生徒の不登校については、一人一人の子どもに応じた丁寧な

支援を念頭に、外部機関の関係者との連携を図りながら、対応して

いるところです。 

次に、いじめの現状についてです。 

いじめの件数については、平成２７年２月末現在、小学校で男子

９件、女子１１件、合計２０件で、中学校で男子２２件、女子２３

件、合計４５件となっています。 

今年度の傾向については、まず、教育委員会に報告があった６５

件のうち、６０件については、すでに解消済みとなっています。 

また、中学校で認知した件数が、昨年度より増加傾向にあります。 

学年別では、小学校６年生から中学校２年生までで多くなってい

ます。 

いじめの内容としては、「言葉による暴力」と「暴力を振るう」



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

指 導 課 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

指 導 課 長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

指 導 課 長 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

が、最も多くなっています。 

対策については、各学校が策定した「学校いじめ防止基本方針」

を基に、組織的な対応を行っています。特に、未然防止の取組と、

早期発見・早期対応を重視しているところです。 

学校は、いじめを認知した際には、教育委員会に報告することと

していまして、教育委員会は、本人や保護者への対応等を含めた助

言・指導を行い、経過を見守っています。 

各学校とも、管理職がリーダーシップをとって、組織として対応

し、学校によっては、子どもが主体となっていじめ防止の取組を行

うなど、いじめ防止対策に取り組んでいるところです。 

 

不登校には、いろいろな理由があると思いますが、いじめが原因

で不登校となっているケースはありましたか。 

 

現在も、いじめが原因で登校できない子どもについて報告があり

ます。 

 

川崎市の事件がありましたが、あのような状況とならないよう、

先生方には、家庭訪問等をまめに行っていただきたいと思います。 

やはり、理屈ではなく、家庭訪問が一番有効だと思います。大変

だとは思いますが、最悪の事態だけは起きないように、対応してい

ただければと思います。 

 

子どもの顔を見て、話をして、聴くということ、子どもに寄り添

っていくということを基本として、対策を進めていきたいと思いま

す。 

 

川崎市の事件があった後に、連絡が取れない子どもについて各学

校に確認を行いました。その調査結果について報告してください。 

 

国から、連絡が取れない子どもについて報告を求められましたの

で、各学校に調査を行いました。 

本市では、小学校１名、中学校１名、特別支援学校高等部１名の

児童生徒について、連絡を取れないとの報告がありました。 

いずれの子どもたちについても、報告直後、連絡が取れたことを

確認しています。 

 

いじめの報告があった６５件のうち、６０件は解決したとのこと

ですが、残り５件あるということで、やはり、いじめを解決するに

は時間がかかるのだと思いました。 

 



  

指 導 課 長 

 

 

 

そのとおりです。 

いじめについては、形だけの謝罪で終わりにするのではなく、そ

の後、継続して学校と保護者が連携しながら見守っていき、時間を

かけながら丁寧に対応しています。 

 

 

（８）児童生徒の表彰等について 

委 員 長 

 

 

指 導 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

それでは次に、その他（８）について、指導課長から説明をお願

いします。 

 

児童生徒の表彰等について、報告します。 

まず、キッズＩＳＯプログラム国際認定証ということで、会瀬小

学校５年生の川﨑稜真さんが、省エネルギーセンター賞を受賞しま

した。家庭での電気やガスなどの使用による二酸化炭素の排出抑制

を実践する環境教育プログラムが認定されたことにより、受賞され

たものです。 

また、会瀬小学校、日高小学校の児童計１１人が、国際認定証を

授与されました。 

次に、平成２６年度いばらきの魅力再発見事業・新聞感想文コン

クールにおいて、滑川中学校が、学校賞を受賞しました。 

社会科の授業で新聞を読み、その意見を感想文としてまとめたも

のが認められたものです。 

 

 

（９）「保幼小連携ハンドブック」について 

委 員 長 

 

 

教育研究所長 

 

 

 

 

 

 

 

それでは次に、その他（９）について、教育研究所長から説明を

お願いします。 

 

保幼小連携ハンドブックについて、説明します。 

４月には、市内の小学校にたくさんの新入生が入学します。その

新入生が、それぞれの幼稚園や保育園などで、遊びを中心として育

んできた学びの芽生えを、教科書中心である小学校の学校教育に、

無理なく、滑らかにつなぐために、保育園、幼稚園、認定こども園

と学校間のより一層の連携が強く求められています。 

そういった中で、教育委員会では、保幼小の教職員による保幼小

連携のワーキングを立ち上げ、連携の具体策について検討してきま

した。 

今回、そのワーキングの成果を、保幼小連携ハンドブックという

形にまとめて、現場の先生方に活用していただくこととしました。 

ハンドブックの概要についてです。 



  

このハンドブックでは、幼稚園の年長から小学校１年生の初めま

での時期を接続期と捉えまして、この時期に３つの力、「生活する

力」、「人と関わる力」、「学ぶ力」を育てていって、滑らかな接続を

目指すこととしています。 

具体的には、年長期の４月から３月までの１年間について、どの

時期にどういった取組をするのかということを明記したアプロー

チ・スタートカリキュラムの例を掲載するとともに、市内の幼稚園

の取組事例を掲載しています。 

各園では、このカリキュラムを、それぞれの子どもの特性に応じ

て作成していきます。 

また、小学校に入学してからの３週間についても、どの時期にど

ういった取組をするのかということを、時間割に応じた形で、幼稚

園などで学んだことを取り入れながら、スムーズにスタートをきっ

てもらおうというねらいのもと、カリキュラムの例を掲載していま

す。これについても、取組事例を掲載しています。 

また、新入生の保護者が不安に思うであろうことを、Ｑ＆Ａとい

う形で掲載したり、特に配慮を要する子どもへの支援について、具

体的な支援の例等について掲載したりしています。 

このハンドブックは、市内の公立・私立の幼稚園、保育園、こど

も園の先生方や、小学校の先生方に配布しまして、研修会などで活

用していただきたいと思います。 

 

 

（10）その他 

委 員 長 

 

学 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、その他で、ほかにある方はいますか。 

 

教職員定期人事異動に伴う辞令伝達式について、説明します。 

まず、平成２６年度末辞令伝達式についてです。 

退職者及び市外転出者に対する辞令伝達を行うもので、平成２７

年３月３１日、午後３時３０分から、日立市教育会館で開催します。 

出席者は、教育委員会委員、退職者、市外転出者、市長、市議会

議長、各学校長、教育委員会事務局職員です。 

次に、平成２７年度始辞令伝達式についてです。 

新規採用者、配置換者、昇任者に対する辞令伝達を行うもので、

平成２７年４月１日、午後１時１５分から、日立市教育会館で開催

します。 

出席者は、教育委員会委員、新規採用者、配置換者、昇任者、市

長、市議会議長、各学校長、教育委員会事務局職員です。 

 

 



  

委 員 長 

 

ス ポ ー ツ 

振 興 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

視 聴 覚 

センター所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他で、ほかにある方はいますか。 

 

４月のスポーツイベントについて、説明します。 

まず、第１５回日立さくらロードレースの参加申し込み状況につ

いてです。 

平成２７年４月５日、日曜日に、新都市広場を発着地として

実施されます。 

今年は、件数が１５，３６０件、人数としては１８，１２１

人の申込みがありました。昨年よりも、１７人多い申込みとなって

います。 

都道府県別に見ると、北は北海道、南は鹿児島まで、さまざまな

地域から申込みがありました。 

次に、第４回日立さくら杯社会人野球大会についてです。 

この大会は、ＪＸ－ＥＮＥＯＳと日立製作所による交流戦で、平

成２７年４月４日、土曜日の１１時４５分から、日立市民運動公園

野球場で開催されます。 

また、試合に先立ち、滑川中学校と多賀中学校による対抗戦が行

われます。 

続いて、日立市長杯選抜野球大会についてです。 

平成２７年４月９日、木曜日から４日間、日立市民運動公園野球

場と日立製作所会瀬球場で開催されます。 

 

 

その他で、ほかにある方はいますか。 

 

ひたちシネマさくらまつりスペシャル「桜並木の満開の下に」上

映会について、説明します。 

平成２７年４月４日、５日、１１日、１２日の４日間、日立市視

聴覚センター映像セミナー室で実施します。 

この作品は、平成２４年度に、ひたちシネマ制作サポートプロジ

ェクトの助成を受けて制作されたもので、市内で完成披露試写会を

行うなどして、多くの市民に御覧いただいた作品となっています。 

今回は、日立さくらまつりのタイミングで上映会を行うことによ

り、スクリーンの中の桜と実際の桜を御覧いただいて、日立市内外

からお越しの皆さまに作品の魅力を知っていただき、今後の上映に

つなげていきたいという思いから、実施するものです。 

また、作品の製作に関わっているオフィス北野から、市内図書館

４館に、この作品のＤＶＤを寄贈していただいていますので、今回

御覧いただけない方々にも、是非、図書館で借りていただき、御覧

いただきたいと思います。 

 



  

 

 

委 員 長 

 

博物館課長 

 

 

その他で、ほかにある方はいますか。 

 

長者山遺跡のリーフレットについて、説明します。 

長者山遺跡は、常陸国風土記に記載されている藻島駅家（めしま

のうまや）の有力な候補地となっていまして、平成２０年度から調

査を行っています。 

これまで、現地説明会や講座などで成果を報告してきましたが、

今年度から、常設展示室に長者山遺跡コーナーを設けて、今まで出

土した墨書土器などの展示を始めましたので、これを機に、このリ

ーフレットを作成しました。 

このリーフレットには、調査を始めてからの６年間の実績が詰ま

っていますが、リーフレットと合わせて、是非、皆さんに博物館に

足を運んでいただき、実物を御覧いただきたいと思っています。 

 

 

 

（11）次回の教育委員会の日程について 

委 員 長 

 

 

総 務 課 長 

 

 

 

 

 それでは、次回の教育委員会の日程について、総務課長からお願

いします。 

   

平成２７年４月２８日、火曜日に、日立市教育プラザで午後３時

から開会予定です。 

 

５  閉  会 午後４時４０分 

委 員 長 

 

それでは、以上をもちまして、教育委員会３月定例会を終了いた

します。 

 


